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政
令
第

号

日
本
農
林
規
格
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
日
本
農
林
規
格
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
七
十
五
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

日
本
農
林
規
格
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
九
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
第
一
号
中
「
こ
の
号
」
の
下
に
「
及
び
次
号
ロ
」
を
加
え
、
同
条
第
二
号
中
「
前
号
」
を
「
第
一
号
」
に
改
め
、

「
農
産
物
」
の
下
に
「
又
は
前
号
に
掲
げ
る
畜
産
物
」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号

を
加
え
る
。

二

主
と
し
て
次
に
掲
げ
る
も
の
を
家
畜
の
飼
料
の
用
に
供
し
て
生
産
さ
れ
た
畜
産
物
（
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
基
準
に

適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）

イ

前
号
に
掲
げ
る
農
産
物

ロ

植
物
（
植
物
か
ら
収
穫
さ
れ
る
農
産
物
を
含
む
。
以
下
こ
の
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
、
そ
の
生
産
に
用
い

た
種
苗
の
は
種
又
は
植
付
け
の
二
年
前
（
多
年
生
の
植
物
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
採
取
又
は
当
該
家
畜
の
放
牧
の
開
始
の
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三
年
前
）
か
ら
当
該
植
物
の
採
取
又
は
当
該
家
畜
の
放
牧
の
終
了
に
至
る
ま
で
の
間
、
化
学
農
薬
等
を
使
用
し
な
い
ほ

場
又
は
放
牧
地
（
放
牧
そ
の
他
の
生
産
条
件
を
考
慮
し
て
化
学
農
薬
等
を
使
用
し
な
い
期
間
を
短
縮
す
る
こ
と
に
支
障

が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と
し
て
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
期
間
、

化
学
農
薬
等
を
使
用
し
な
い
ほ
場
又
は
放
牧
地
を
含
む
。
）
に
お
い
て
採
取
さ
れ
、
又
は
生
育
し
た
も
の
（
イ
に
掲
げ

る
も
の
を
除
き
、
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）

ハ

主
と
し
て
次
に
掲
げ
る
も
の
を
家
畜
の
飼
料
の
用
に
供
し
て
生
産
さ
れ
た
畜
産
物
（
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
基
準

に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）

⑴

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

⑵

専
ら
⑴
に
掲
げ
る
も
の
を
原
料
又
は
材
料
と
し
て
製
造
し
、
又
は
加
工
し
た
も
の
（
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
基

準
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）

ニ

専
ら
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
原
料
又
は
材
料
と
し
て
製
造
し
、
又
は
加
工
し
た
も
の
（
農
林
水
産
大
臣
が

定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）

附

則
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こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。


